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令和６年１０月１０日 

指    導    室 

 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例について 

 

１ 趣旨 

   子育て部分休暇を導入するため、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

   職員の休暇休業制度において、子育て部分休暇について定める（第１８

条の３関係）。 

 

３ 新旧対照表 

   ２～４ページのとおり 

 

４ 施行日 

   令和７年４月１日 

 

 

 

資料 3
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江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限） 

第１１条 教育委員会は、小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第

１項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定

により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者と

して教育委員会規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び

第３項並びに第１１条の３第１項及び

第３項において同じ。）のある職員

（職員の配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシッ

プ関係（双方又はいずれか一方が性的

マイノリティであり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協力

し合うことを約した二者間の関係その

他の婚姻関係に相当すると任命権者が

認める二者間の関係をいう。）の相手

方（以下「パートナーシップ関係の相

手方」という。）で当該子の親である

ものが、深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下同

第１１条 教育委員会は、小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２

９年法律第８９号）第８１７条の２第

１項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定

により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者と

して教育委員会規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び

第３項並びに第１１条の３第１項及び

第３項並びに第１８条の３第１項にお

いて同じ。）のある職員（職員の配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的マイノリテ

ィであり、互いを人生のパートナーと

して、相互の人権を尊重し、日常の生

活において継続的に協力し合うことを

約した二者間の関係その他の婚姻関係

に相当すると任命権者が認める二者間

の関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」とい

う。）で当該子の親であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時ま
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じ。）において常態として当該子を養

育することができるものとして教育委

員会規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が当該子を

養育するために請求した場合には、職

務に支障がある場合を除き、深夜にお

ける勤務をさせてはならない。 

での間をいう。以下同じ。）において

常態として当該子を養育することがで

きるものとして教育委員会規則で定め

る者に該当する場合における当該職員

を除く。）が当該子を養育するために

請求した場合には、職務に支障がある

場合を除き、深夜における勤務をさせ

てはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者（第１８条

第１項に規定する日常生活を営むこと

に支障がある者をいう。以下同じ。）

を介護する職員について準用する。こ

の場合において、同項中「小学校就学

の始期に達するまでの子（民法（明治

２９年法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ず

る者として教育委員会規則で定める者

を含む。以下この項並びに次条第１項

及び第３項並びに第１１条の３第１項

及び第３項において同じ。）のある職

員（職員の配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）又はパートナーシ

ップ関係（双方又はいずれか一方が性

的マイノリティであり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協力

し合うことを約した二者間の関係その

他の婚姻関係に相当すると任命権者が

２ 前項の規定は、要介護者（第１８条

第１項に規定する日常生活を営むこと

に支障がある者をいう。以下同じ。）

を介護する職員について準用する。こ

の場合において、同項中「小学校就学

の始期に達するまでの子（民法（明治

２９年法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定により職員が当該職員と

の間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２７条第１項第３号

の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ず

る者として教育委員会規則で定める者

を含む。以下この項並びに次条第１項

及び第３項並びに第１１条の３第１項

及び第３項並びに第１８条の３第１項

において同じ。）のある職員（職員の

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）又はパートナーシップ関係

（双方又はいずれか一方が性的マイノ

リティであり、互いを人生のパートナ

ーとして、相互の人権を尊重し、日常

の生活において継続的に協力し合うこ

とを約した二者間の関係その他の婚姻
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認める二者間の関係をいう。）の相手

方（以下「パートナーシップ関係の相

手方」という。）で当該子の親である

ものが、深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養

育することができるものとして教育委

員会規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が当該子を

養育」とあるのは、「要介護者のある

職員が当該要介護者を介護」と読み替

えるものとする。 

関係に相当すると任命権者が認める二

者間の関係をいう。）の相手方（以下

「パートナーシップ関係の相手方」と

いう。）で当該子の親であるものが、

深夜（午後１０時から翌日の午前５時

までの間をいう。以下同じ。）におい

て常態として当該子を養育することが

できるものとして教育委員会規則で定

める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が当該子を養育」とある

のは、「要介護者のある職員が当該要

介護者を介護」と読み替えるものとす

る。 

３ （略） ３ （略） 

第１１条の２～第１８条の２ （略） 第１１条の２～第１８条の２ （略） 

 （子育て部分休暇） 

（加える） 第１８条の３ 教育委員会は、職員（育

児短時間勤務職員等を除く。）が満６

歳に達する日の翌日以後の最初の４月

１日から満１２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある当該職

員の子その他教育委員会規則で定める

子を養育するため、１日の勤務時間の

一部につき勤務しないことが相当であ

ると認められる場合における休暇とし

て、子育て部分休暇を承認するものと

する。 

 ２ 子育て部分休暇に関しその期間その

他の必要な事項は、人事委員会の承認

を得て、教育委員会規則で定める。 

第１９条～第２０条 （略） 第１９条～第２０条 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施

行する。 

  

 


